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１．みよし市まちづくり基本計画策定委員会設置要綱  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みよし市まちづくり基本計画策定委員会設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 みよし市まちづくり基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため、基本計画策
定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事項） 
第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
（１）基本計画原案の作成に関すること。 
（２）基本計画の調査研究に関すること。 
（３）その他基本計画策定に必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は、次に掲げる者で組織し、委員は市長が委嘱する。 
（１）有識者２人以内 
（２）区長会代表１人 
（３）農業委員会代表１人 
（４）商工会代表１人 
（５）工業経済会代表１人 
（６）公募市民３人以内 
２ 委員の任期は、前条各号に掲げる事項が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合に
おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員会にアドバイザーを置くことができる。 

 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を各１名置く。 
２ 委員長は、有識者の中から市長が選任する。 
３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 
４ 委員長は、会務を総理する。 
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
（招集） 
第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。 
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（議事） 
第６条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決すると
ころによる。 

３ 委員の２分の１以上が出席しない場合であっても、委員会の議事に議決を有しない場合は、
委員長は必要に応じて招集し、会議を開くことができる。 

 
（事務局） 
第７条 委員会の事務は、都市計画課において処理する。 
 
（雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。 
 

附 則 
(施行期日) 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
(経過措置) 

２ 第５条の規定にかかわらず、最初の委員会の招集は市長が行う。 
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２．みよし市まちづくり基本計画策定委員会委員名簿 
 

（敬称略） 

区 分 役職名 氏 名 

委員長 有識者 名古屋産業大学 教授 伊豆原 浩二 

副委員長 有識者 名城大学 教授 水尾 衣里 

区長会代表 みよし市区長会会長 加藤 俊博 

農業委員会代表 みよし市農業委員会会長 鈴木 昭弘 

商工会代表 みよし商工会会長 鳥居 鐐一 

工業経済会代表 みよし市工業経済会会長 村上 雅則 

宮原 博子 

山内 勝利 

委 員 

公募市民   

岡本 祐奈 

 




